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報告第１号 

 

   専決処分の報告について 

 

 損害賠償の額を定めることについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１８０条第１項の規定により次のとおり専決処分をしたので、同条第２項の規定に

より報告する。 

 

  令和４年２月１４日提出 

 

                 東広島市長    垣    德   

 

１ 損害賠償の額 

  １,９３０円 

２ 専決処分年月日 

  令和４年１月１７日 
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 （報告理由） 

 令和３年１０月２２日、西条町御薗宇において、認定外道路の管理上の瑕疵
か し

によ

り、道路の一部が陥没していたため、走行中の自転車の後輪を損傷した事故があ

り、損害賠償の額を定めることについて専決処分をしたので、この処分について報

告するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第１８０条 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決によ

り特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にする

ことができる。 

② 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議

会に報告しなければならない。 

 

 専決処分事項の指定について（平成２年１０月８日議決） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次の事

項については、これを市長において専決処分することができるものとする。 

 (1) １件５０万円以下の法律上市の義務に属する損害賠償の額を決定すること。 
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報告第２号 

 

   行政財産を使用する権利に関する処分についての審査請求を却下した 

   ことについて 

 

 行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第４５条第１項の規定により、行政

財産を使用する権利に関する処分についての審査請求を次のとおり却下したので、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の７第４項の規定により報告す

る。 

 

  令和４年２月１４日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

１ 審査請求人 

 

 

２ 審査請求の年月日 

  令和元年５月２４日 

３ 処分庁 

  東広島市長 

４ 審査請求の趣旨 

  処分庁が、平成３１年３月２９日付けで         に対して行った、

東広島市公共物の管理等に関する条例（平成１４年東広島市条例第１１号）第４

条第１項の規定による占用許可処分（以下「本件処分」という。）を取り消すと

の裁決を求める。 

５ 却下の年月日 

  令和３年１２月１７日 

６ 却下の理由 

  審査請求人が適法な審査請求を行うには、行政不服審査法上の審査請求人適
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格、すなわち同法第２条に規定する「行政庁の処分に不服がある者」に該当する

ことが前提となる。 

  この「行政庁の処分に不服がある者」とは、当該処分により自己の権利若しく

は法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者を

いうと解されている。 

  本件処分について検討するに、審査請求人は、本件処分によって著しい被害を

直接的に受けるおそれのある者ということができない。 

  したがって、審査請求人が審査請求人適格を有するとは認められず、審査請求

人の本件審査請求は、不適法である。 
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 （根拠法令） 

 地方自治法 

第２３８条の７ 

２ 普通地方公共団体の長は、行政財産を使用する権利に関する処分についての審

査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、

議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。 

４ 普通地方公共団体の長は、第２項の規定による諮問をしないで同項の審査請求

を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。 


